
令和５年第１回香南斎場組合議会定例会会議録 

 

１、招集年月日      令和５年３月２８日 

２、招集の場所      香南斎場会議室 

３、開      会      午前１１時００分 

４、出席議員        １番  別府 誠     ２番  北岡 栄二 

                   ３番 平山 耕三   ４番  浜田 憲雄 

      ５番  西川 潔    ７番  有光 収三 

                    ８番 小松 紀夫   ９番 溝渕 孝 

           10 番  宮崎 晃行 

５、欠席議員        ７番  依光 和枝 

６、地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名 

                    組合長  濱田 豪太  副組合長 法光院 晶一 

会計管理者 原 敬子 

７、職務のため議場に出席した者の職氏名 

                    所長 宮田 稔久   副所長  宮﨑  辰己 

８、 会議事件は次のとおりである。 

               会議録署名議員の指名 

           会期の決定 

           組合長諸般の報告 

（議案第１号）香南斎場組合職員の再任用に関する条例を廃止する条例について 

（議案第２号）香南斎場組合職員の高齢者部分休業に関する条例について 

（議案第３号）香南斎場組合情報公開条例の全部改正について 

（議案第４号）香南斎場組合個人情報保護法施行条例について 

（議案第５号）香南斎場組合個人情報保護審査会条例について 

       香南斎場津波対策検討に係る経過報告について 

（議案第６号）令和 4 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）について 

（議案第７号）令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算について 

 

９、議事経過 

宮崎議長    本日、令和 5 年第 1 回香南斎場組合議会、定例会が招集され

ました。 

欠席議員は６番、依光議員１名です。 

定足数に達しておりますので、只今より令和 5 年第 1 回香南

斎場組合議会、定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、事前に送付いたしております日程表のと



おりです。 

以下、日程に従いまして会議を進めます。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

今期、定例会の会議録署名議員は、会議規則第３１条の規定に

より３番、平山議員、４番、浜田議員をご指名致します。ご両名

はご了承願います。 

 

日程第２、会期の決定を議題と致します。 

本定例会の会期は本日１日限りと致したいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「異議なし」と認めます。従いまして会期は本日１日限りと決

定しました。 

 

日程第３、組合長諸般の報告を行います。濱田組合長。 

 

    濱田組合長    本日、令和 5 年第 1 回香南斎場組合議会定例会を招集しまし

たところ、議員の皆様方には年度末を控え、何かとご多用のとこ

ろご出席を賜り、本会議が開会の運びとなりましたことを心よ

りお礼申し上げます。 

さて、3 ヶ年に渡って本邦に多大な影響をもたらした新型コロ

ナウイルス感染症も、ようやく終息の気運が高まってまいりま

した。厚生労働省のガイドライン改定を受け、現在は当斎場も、

コロナ死者に関する火葬受け入れを一般のご遺体と同様のもの

として対応しております。年始以降は、職員・施設関係者ともに

感染者は発生しておらず、また業務時間外の火葬対応も 1 月 17

日を最後に発生しておりません。令和 5 年 5 月 8 日を以て新型

コロナウイルス感染症は 5 類感染症に移行される予定と報道さ

れておりますが、当組合としましては、引き続き感染症対策の手

綱を緩めることなく、良質な住民サービスの継続に努めてまい

ります。 

次に、火葬炉の更新工事についてですが、予定どおり 3 月で全

工程が完了し、7 基すべてが最新の炉となりました。組合管内の

住民の皆様におかれましては、2 年間に渡る受け入れ枠の縮小営

業にご協力いただき誠にありがとうございました。この場をお

借りして御礼申し上げます。 



次に、斎場施設の津波対策検討についてですが、去る 1 月 31

日に 2 回目の改築特別委員会が開催され、具体的な対策の方針

が決定されました。詳しい内容はこの後、委員会より報告してい

ただきます。方針の決定を受け、コンサルタントより津波対策案

が示されましたので、これを元に令和 5 年度に設計業務を、令和

6 年度に本工事をそれぞれ予定しております。なお、当事業につ

きましては国の緊急防災・減災事業債を利用する方向で検討し

ており、交付税措置の受け方などについては現在事務局と各構

成団体との間で具体的な方針を協議しているところでございま

す。 

次に、令和 5 年度の香南斎場所長の人事についてですが、現在

の宮田所長が令和 5 年 3 月末をもちまして退職となります。後

任といたしましては、香南市職員が出向し就任する運びとなり、

これに伴いまして、フルタイムの正職員が所長となることで人

件費が増加することとなります。詳細はこの後の 5 年度当初予

算案の議題にてご説明申し上げます。議員の皆様には何卒ご理

解の程よろしくお願い申し上げます。 

             本日提出いたしました議案は、 

              ・香南斎場組合職員の再任用に関する条例を廃止する条例に

ついて 

             ・香南斎場組合職員の高齢者部分休業に関する条例について 

             ・香南斎場組合情報公開条例の全部改正について 

             ・香南斎場組合個人情報保護法施行条例について 

             ・香南斎場組合個人情報保護審査会条例について 

             ・令和 4 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）につ

いて 

・令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算について 

以上の７件でございます。ご審議の程、よろしくお願い申し上

げまして、簡単ではございますが、諸般の報告とさせていただき

ます。 

 

宮崎議長    組合長諸般の報告が終わりました。 

 

日程第４、議案第 1 号「香南斎場組合職員の再任用に関する条

例を廃止する条例について」を議題と致します。 

執行部の説明を求めます。宮﨑 副所長。 

 



宮﨑副所長    それでは、議案書 1 ページをお願いします。 

議案第 1 号、香南斎場組合職員の再任用に関する条例を廃止

する条例について。 

香南斎場組合職員の再任用に関する条例を廃止する条例を提

出する。 

令和 5 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合、組合長 濱田豪太。  

香南斎場組合職員の再任用に関する条例を廃止する条例。 

香南斎場組合職員の再任用に関する条例（平成 26 年条例第 1

号）は、廃止する。 

廃止理由は下に記載のとおりですが、「香南市職員の定年等に

関する条例」の改正が行われ定年が段階的に 65 歳へと引き上げ

られることとなり、結果、香南市は「香南市職員の再任用に関す

る条例（平成 18 年条例 30 号）」を廃止することとなりました。

当組合の再任用並びに定年等に関しては、香南市に準拠してい

る為、「香南市職員の再任用に関する条例（平成 18年条例 30号）」

の廃止と同様に、「香南斎場組合職員の再任用に関する条例」を

廃止するものです。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

議案第 1 号については原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手願います。 

           （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

よって、議案第 1 号は原案のとおり承認されました。 

 

日程第５、議案第 2 号「香南斎場組合職員の高齢者部分休業に



関する条例について」を議題と致します。 

執行部の説明を求めます。宮﨑 副所長。 

 

宮﨑副所長    議案書 2 ページをお願いします。 

議案第 2 号、香南斎場組合職員の高齢者部分休業に関する条

例について。 

香南斎場組合職員の高齢者部分休業に関する条例を提出する。

令和 5 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

香南市場組合職員の高齢者部分休業に関する条例ですが、 

第 1 条 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 26 条の 3

の規定に基づく職員の高齢者部分休業に関し必要な事項につい

ては、「香南市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和 4 年香

南市条例第 34 号）」の例によるものとする。 

附則、この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

この条例の制定は、香南市が令和 4 年 12 月議会で「香南市職

員の高齢者部分休業に関する条例」が制定されたことに倣い、当

組合も香南市に準拠する形で条例整備を行うものです。 

実際の運用は 55歳以上の職員が高齢に基づく諸事情への対応

等の事由により 30 分を単位に休みを取得でき、勤務しない時間

の給与は支給しないものです。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

議案第 2 号については原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手願います。 

           （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 



よって、議案第 2 号は原案のとおり承認されました。 

 

日程第６、議案第 3 号「香南斎場組合情報公開条例の全部改正

について」から日程第８、議案第 5 号「香南斎場組合個人情報保

護審査会条例について」までの 3 議案につきましては、令和 5 年

度個人情報保護制度改正に係る条例の制定・改廃事案となりま

すので、一括議題として審議したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

「異議なし」と認めます。それでは執行部の説明を求めます。

宮﨑 副所長。 

 

宮﨑副所長    それでは令和 5 年度個人情報保護制度の改正に係る 3 案を説

明させて頂きます。 

議案書 3 ページをお願いします。 

議案第 3 号、香南斎場組合情報公開条例の全部改正について。 

香南斎場組合情報公開条例を提出する。 

令和 5 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

香南斎場組合情報公開条例。香南斎場組合情報公開条例（平成

28 年条例第 1 号）の全部を改正する。 

この条例ですが、作りは当組合の他の条例と同じく香南市に

準拠する作りで、実際の運用は、第 3 条の「この条例で定めるも

ののほかについては、別段の定めがある場合を除き、香南市情報

公開条例（平成 18 年香南市条例第 8 号）及び香南市情報公開条

例施行規則（平成 18 年香南市規則第 11 号）の例による。」とし

ております。 

附則、この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

         つづいて、議案書 4 ページをお願いします。 

議案第 4 号、香南斎場組合個人情報保護法施行条例について。 

香南斎場組合個人情報保護法施行条例を提出する。  

令和 5 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

この香南斎場組合個人情報保護法施行条例の作りも、香南市

に準拠する作りで、実際の運用においては、第 3 条の「この条例

で定めるもののほかについては、別段の定めがある場合を除き、

香南市個人情報保護法施行条例（令和 4 年香南市条例第 28 号）、

香南市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則（令和 5

年香南市規則第 号）、香南市個人情報保護法施行細則（令和 5



年香南市規則第 号）の例による。」としております。 附則の

第 1 条で施工期日を、第 2 条で香南斎場組合個人情報保護条例

の廃止を、第 3 条で経過措置を、第 4 条で違反行為の処罰を記

載しております。  

つづいて、議案書 7 ページをお願いします。 

議案第 5 号、香南斎場組合個人情報保護審査会条例について。 

香南斎場組合個人情報保護審査会条例を提出する。 

令和 5 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

この審査会条例ですが、第 1 条の設置にありますとおり、個人

情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づく、

個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため審査会

を置く必要から今回整備するものです。第 2 条に「実施機関」を

定義し、第 3 条に所掌事務の内容を、第 4 条に委員の人数、任

期等を、第 5 条に審査会の調査権限を、第 6 条に委任を、そし

て附則で、施行期日と経過措置を記載しております。  

以上で説明を終わります。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

議案第 3 号「香南斎場組合情報公開条例の全部改正について」

は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

           （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

よって、議案第 3 号は原案のとおり承認されました。 

 

議案第 4 号「香南斎場組合個人情報保護法施行条例について」

は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 



           （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

よって、議案第 4 号は原案のとおり承認されました。 

 

議案第 5 号「香南斎場組合個人情報保護審査会条例について」

は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

           （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

よって、議案第 5 号は原案のとおり承認されました。 

 

日程第９、「香南斎場津波対策検討に係る経過報告について」

を議題と致します。 

本議題は、斎場改築特別委員会に審議が付託されております。

斎場改築特別委員会の北岡委員長より報告を行っていただきま

す。北岡委員長。 

 

北岡委員長    それでは、斎場改築特別委員会の報告を行います。 

         まず最初に、令和４年度第２回斎場改築特別委員会議事録を、

執行部の方から組合議員の皆様に、議事録と当日の資料を分か

りやすく配布していただいておりますので、まず確認をお願い

したいと思います。 

         それでは、斎場改築特別委員会の報告を行います。 

令和 5 年 1 月 31 日に行われました「香南斎場津波対策」に係

る第２回斎場改築特別委員会の審議内容につきまして、ご報告

申し上げます。 

まず、当委員会が招集された経緯でございますが、南海トラフ

地震発生時に想定する津波被害規模等の基準やそれに基づく防

備方法の選択などといった、防災・減災対策における方向性の決

定について、当委員会に審議を付託されました。具体的には、非

常用電源設備、予備燃料タンク、配電盤室の水密化の３点に対す

る地震・津波対策方針をどうするかについての審議です。 

令和 4 年 11 月 24 日に開催されました第１回委員会におきま

して、コンサルタントより３つの案が提示されました。うちの１

案は選択肢から除外しましたが、次の２案について、どちらを選

ぶのかが難航しました。 



 【２案】設備の高さはＬ２津波（最大浸水位 5.2m）を基準に、

設備の強度は 1 案より落とすものの、設置する位置を火葬棟の

北側など津波を直接受けない場所にする。 

         【３案】設備の高さは施設の２階（配電盤室と同等の 3.5m）

を基準に、設備の強度ならびに設置位置は２案と同様とする。 

 審議のネックとなったのは、①津波被災後、どういった手順で

復旧するのかが不明瞭であること、②対策における具体的なコ

ストがはっきりとしないことの２点です。 

当委員会としましては、事務局およびコンサルに対し、津波被

災からの火葬炉復旧の考え方、また各案に係るコストの概算を

提示するよう求め、第１回委員会を閉じました。 

         以上を踏まえまして、第２回委員会は令和 5 年 1 月 31 日に開

催されました。 

１．津波被災からの火葬炉復旧の考え方 

復旧スケジュールはお手元に配布している委員会資料の７か

ら８ページのとおりです。これは、東日本大震災の事例を踏まえ

て火葬炉メーカーである富士建設工業が想定する復旧工程を、

第一コンサルタントがヒアリングしまとめたものです。 

なお、富士建設工業は本社が新潟に所在することから、四国に

は火葬炉復旧に要する資材があまりないと思われ、今後は高知

県内にある下請け業者に必要資材をある程度預託する方向が見

込まれるようです。 

２．事前対策のコストと事業効果 

委員会資料の１２から１８ページがコンサルタントからの提

案内容ですが、まず第 1 回委員会時に明示されていなかった各

案に係る大まかなコストが１６ページに掲載されております。

また、架台の設置場所についての提案が１２ページ、非常用発電

機および燃料タンクを具体的にどのように配備するかの提案が

１４ページとなります。 

１６ページに記されているように、コンサルタントは第２案

を推奨しております。第３案より５％程度コストがかかるもの

の、対津波機能を向上し事業効果とコストのバランスに優れて

いるというのが、その理由です。 

また、１４ページの配置案については、非常用発電機とその燃

料タンクは架台の上に、火葬炉予備燃料タンクは地下に埋設す

るプラン２を、コンサルタントは高く評価しております。 

本設計は令和５年度、工事は令和６年度をそれぞれ予定して



おり、約１億２，１００万円の工事費については、緊急防災減災

事業債を利用することでその内の７０％が交付税として還って

くる見通しとのことです。 

これらの事務局からの報告に対し、委員会からは、 

(1) 可能な限り富士建設工業と協定を締結することで、スケジ

ュール履行の担保を取っておく必要がある。 

(2) スケジュールどおりに火葬炉が復旧しても、動力となる燃

料の確保や商用電力の復旧が実現しないと火葬場を運営

できないので、対策内容を四国電力や香南市の復旧計画

などと連動させていく必要がある。 

などの意見を出させていただきました。 

(1)につきましては、富士建設工業が業務継続計画を策定して

から協定を結ぶという方向で話を進めているとのことです。(2)

につきましては、事務局への今後の課題となります。 

結論として、委員会としましては、主要設備の津波対策の方針

については１６ページの第２案を、非常用電源設備ならびに火

葬炉燃料予備タンクの配置については１４ページのプラン②で、

それぞれ計画を進めることで了承いたしました。 

 以上で、斎場改築特別委員会の審議の経過につきまして、報告

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

なにか質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから採決を行います。 

非常用電源設備ならびに火葬炉燃料予備タンクに対する津波

対策につきましては、斎場改築特別委員会の報告のとおり承認

することに賛成の方は挙手願います。 

           （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

よって、本件は承認されました。 

 

日程第 10、議案第 6 号「令和 4 年度香南斎場組合一般会計補

正予算（第 2 号）について」を議題といたします。 



 

執行部の説明を求めます。宮田所長。 

 

     宮田所長    議案第 6 号、「令和 4 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第

2 号）について」。 

令和 4 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）を別冊

のとおり提出する。 

令和 5 年 3 月 28 日提出、香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

予算書を 1 枚お開けください。 

令和 4 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）。 

令和 4 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）は次に

定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４１９万

５千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８,６８８

万２千円とする。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

令和 5 年 3 月 28 日提出、香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

補正の説明は、歳入歳出予算事項別明細書で行いますので、5

ページをお願いします。 

「歳入」の２款１項１目１節の「火葬手数料」の５８６万５千

円の増額は、２月末実績による件数増加に伴う増額です。通常は

年間１５００件台ですが、本年度は１８００件を上回る状況で

す。２節の和室清掃料及び２款２項１目１節「通夜式場使用料」、

３節「霊安室使用料」、４節「和室使用料」は２月末実績により

増額計上となっています。 

６ページをお願いします。 

５款１項１目１節は、残骨灰混合物売却収入２７０万４千円

の増額計上です。これは、残骨灰１トン当たり２８万円の見積を

していましたが、入札の結果１トン当たり６３万８千円となり、

これの増額分計上を行っています。 

７ページの６款１項１目２節「施設等整備基金繰入金」１，３

３３万６千円減額は、火葬手数料収入増額、残骨灰収入増額、歳

出の委託料入札減等に伴い、基金の減額計上となりました。 

８ページをお願いします。 



歳出。 

２款１項１目３節の「職員手当等」１９１万２千円減額は、退

職手当組合の負担金率が正職は１９％から１０％、会計年度任

用職員は１９％から９％に変更になった為の減額です。８節「旅

費」３５万６千円減額は、残骨灰売却に係る現地調査が新型コロ

ナの影響で、実施出来なかった為の減額です。１２節「委託料」、

１７節「備品購入費」は、それぞれ空調機保守料、備品の AED

（自動体外式除細動器）の入札減によるものです。２目１０節

「需用費」２１万２千円増額は、灯油代、電気料の値上げにより

増額計上しました。１２節「委託料」１８７万８千円減額は、入

札減の実績による減額です。 

以上で、令和４年度 香南斎場組合一般会計補正予算（第２号）

の説明を終わります。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

                   （「なし」の声あり） 

「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

                   （「なし」の声あり） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

                    （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

議案第 6 号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 11、議案第 7 号「令和 5 年度香南斎場組合一般会計予

算について」を議題と致します。 

執行部の説明を求めます。宮田所長。 

 

宮田所長    議案第 7 号「令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算について」。 

令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算を別冊のとおり提出す



る。令和 5 年 3 月 28 日提出、香南斎場組合組合長 濱田豪太。 

令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算書を１枚お開けくださ

い。 

令和 5 年度 香南斎場組合一般会計予算。 

令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算。 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 億 4，

576 万 1 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は

「第１表 歳入歳出予算」による。 

歳出予算の流用。 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用。 

令和 5 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合、組合長 濱田豪太。 

続きまして、第１表 歳入歳出予算の説明を行います。説明は、

歳入歳出予算事項別明細書で行います。 

５ページをお願いします。 

歳入。 

１款１項１目の「組合市町村負担金」は、前年度より３，５０

０万円増額の９，８００万円を計上しています。３，５００万円

増額の要因は、歳出で出てきますが、人件費約４００万円増額、

和室待合室改修工事関連で約２，８００万円増額、灯油電気の光

熱費価格上昇により４８０万円増加等によります。 

６ページをお願いします。 

２款１項１目の手数料は、前年度の実績見込みにより、前年度

当初予算比較で２６３万６千円増額の３，７４６万６千円を計

上しています。１節の「火葬手数料」は、前年度比較で１１０件

増の１６１０件、３２０万円増額の３，６２０万円の計上。２節

の「和室清掃料」は、和室待合室改修工事により利用できなくな

る期間があるため、５６万４千円減額の、１２６万６千円を計上

しています。 

２款２項１目の使用料は、前年度の実績見込み及び和室松相



室改修工事による和室使用料減額見込により、前年度当初予算

比較で１万１千円増額の３２８万円を計上しています。 

７ページをお願します。 

３款１項１目の「利子および配当金」は前年度比較で１５万円

減額の１１万円を計上しています。金利は 0.06％で変わりはな

いものの、施設等整備基金の元金が、火葬炉更新工事の支払いに

より３億９，５８５万円が５年度は元金１億４,３５６万円とな

ったことが主な要因です。２目１節「財産貸付収入」は、前年度

と同額で「電柱敷地料」1 万８千円を計上しています。 

９ページをお願します。 

５款１項１目１節「雑入」残骨灰混合物売却収入は業者見積平

均額の２４０万円を計上しています。 

１０ページをお願します。 

６款１項１目２節「施設等整備基金繰入金」は、和室待合室改

修工事及び工事管理委託料に充当する特定財源として、４４８

万５千円を計上いたしました。 

続きまして歳出の説明をさせていただきます。 

１１ページをお願いします。 

１款の「議会費」は、前年度と同じ２２万３千円を計上してい

ます。 

１２ページをお願します。 

２款１項１目「一般管理費」は前年度当初予算比較で２，８５

８万円増額の９，４５９万３千円を計上しています。２節「給料」、

３節「職員手当」、４節「共済費」等合わせて人件費が、任期付

職員１名減により３８２万１千円減額、退職手当組合負担金率

の変更により２０３万９千円減額。１４ページの１２節「委託料」

は４年度に有りました和室待合室設計委託料１５１万５千円減

額等が有りますが、１４節「工事請負費」和室待合室改修工事２，

５７０万７千円皆増。１７節「備品購入費」２８４万４千円は和

室待合室改修工事に伴うテーブル・椅子の備品購入として２０

２万５千円、事務所のコピー機８１万８千円を増額計上。１５ペ

ージの１８節「負担金、補助金及び交付金」の派遣職員負担金を

７９４万円増額で計上しています。 

２款１項２目「火葬場費」は前年度当初予算比較で１億６，７

２５万５千円減額の４，９９９万５千円を計上しています。１０

節「需用費」の中、光熱費の値上げにより灯油代２４２万円増額

の１，０８９万円の計上、電気料２３８万６千円増額の１，１１



２万２千円の計上。１２節「委託料」建築設計業務委託料１，１

７７万円は自家発電機・燃料予備タンク等の設計で増額（皆増）

となっていますが、４年度予算にあった津波対策検討委託業務

２９９万２千円減額（皆減）、火葬炉更新工事監理業務２３５万

円減額（皆減）、４年度予算の１４節「工事費」火葬炉更新工事

１億７，８７１万１千円が減額（皆減）となっています。 

なお、この予算書におきまして、１７ページからは給与費明細

書、２４ページには地方債に関する調書、２５ページに斎場組合

の（令和５年度香南斎場組合構成市村別）負担金一覧表を記載し

ております。 

以上で、令和 5 年度香南斎場組合一般会計予算の説明を終わ

ります。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

小松議員    和室待合室の改修工事のタイムスケジュール的なものがある

と、分かっていると思いますけれども、それをお伺いしたいと思

います。 

 

宮田所長    今のところ出されているのが、4 ケ月ほどかかるという予定に

なっております。なにぶん、待合室のロビーを通って工事をする

関係で、友引のお客様のいない日が月に 5 日ぐらいありますが、

その日がメインの工事で、（お客様の）いる日がなかなか大きな

工事ができないということで、4 ケ月の予定となっております。 

 

小松議員    入札の予定日とか、工事の開始予定日とかはどうでしょう。 

 

宮田所長    今のところ入札の方は、5 月の下旬か 6 月の上旬あたりには開

始したいと計画しております。 

 

宮崎議長    他に質疑はございませんでしょうか。 

                   （「なし」の声あり） 

「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

                   （「なし」の声あり） 



「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

                    （各議員、挙手） 

挙手 「全員」であります。 

 

議案第 7 号は原案のとおり可決されました。 

 

以上で本定例会の会議に付された事件は、全て終了いたしま

した。 

これで本日の会議を閉じます。 

令和 5 年第 1 回香南斎場組合議会（定例会）を閉会致します 

                           

                           （閉会 午前１１時４６分）  


